
⑴ 今回購入する製品及び数量は、下記のとおりとする。

品名 数量 単位

※本体

全長 2,400㎜　以下

全幅 1,290㎜　以下

全高 1,990㎜　以下

最低地上高 350㎜　　以上

出力 21PS

走行部 パワクロ仕様クローラタイプ

ロータリー装備付き

燃料 軽油

機体質量 930㎏　以下

折りたたみ式安全フレーム

※メーカー標準色

※必要オプション

アタッチメント ワンタッチアタッチメント交換仕様

爪付きバケット取付土用　

状態・条件 新品のみ対象

参考製品（本体） クボタ　NB21

ヰセキ RTS205

⑵ 納入場所

地方独立行政法人　天王寺動物園　

⑶ 納入期限　令和８年３月31日

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼ 事業担当

地方独立行政法人　天王寺動物園　

大阪市天王寺区茶臼山1-108　電話番号：06-6771-2151　担当：三宅

納入については事前に納入場所を担当者と十分打ち合わせを行い、 納入の際には
大阪市グリーン配送実施要綱の規定に従うこと。

本仕様書に疑義のあるときは、応札前に事業担当者に問いただしておくこと。契約後
は、法人の解釈に従い、一切の異議を認めない。

契約締結後、すみやかに事業担当へ単価のわかる内訳明細書を提出すること。

運用保守に関しては、担当職員の要求に応じ、迅速に対応ができること。

納品後１年間の自然故障及び瑕疵があった場合は速やかに当該機器の交換又は
無償修理を行うこと。

仕　　　　　様　　　　　書

形状・寸法　等

1 トラクター 1 台

主要装備は指定するオプション装備以外は標準
装備を装備すること。

上記参考商品または同等品以上とする。



（別紙）  

 

 暴力団等の排除に関する特記仕様書  

  

地方独立行政法人天王寺動物園（以下「発注者」という。）が締結する契約等から暴力団を

排除する措置については、「大阪市暴力団排除条例」（平成23年大阪市条例第10号。以下「条

例」という。）、「大阪市暴力団排除条例施行規則」及び「大阪市契約関係暴力団排除措置要

綱」（以下「要綱」という。）に準拠し、大阪市と同様の措置を講じる。  

 

１ 暴力団等の排除について 

（１）受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同

じ。）は、大阪市暴力団排除条例（平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。）第

2条第2号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第3号に規定する暴力

団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契

約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。 

（２）受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、

暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購

入契約又はその他の契約をさせてはならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる

者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除さ

せなければならない。 

（３）受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認め

られる者から条例第９条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたとき

は、速やかに、この契約に係る本法人監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管

する担当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わ

なければならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる

者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告する

とともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

（４）受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本法人に対し前号に規定する報告をしなか

ったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱によ

る停止措置を行うことがある。 

（５）受注者は第3号に定める報告及び届出により、本法人が行う調査並びに警察が行う捜

査に協力しなければならない。 

（６）発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から

の不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履

行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じるこ

ととする。 

 

２ 誓約書の提出について 

受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなけ

ればならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。 

 



職員等の公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書 

 

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から

違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の地方独立

行政天王寺動物園総務課（連絡先：06-6771-2150）に報告しなければならない。 

 

 

個人情報等の保護に関する特記仕様書 

 

この契約の履行にあたって個人情報は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み、個人

情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条

例の趣旨を踏まえ、適切に取り扱わなければならない。 

 


